
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

１．策定の趣旨 ···················· 1 

 

２．地産地消による農業等の活性化 ··········· 1 

 

３．計画の位置づけ ·················· ３ 

 

４．地産地消基本計画の構成 ·············· ４ 

 

５．基本理念 ····················· ５ 

 

６．基本方針 ····················· ５ 

 

７．推進方策 ····················· ７ 

 

８．推進体制 ···················· １０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

奈良の歴史ある農業や豊かな食と食文化を次世代に継承するため、奈良の農林畜産物の

生産や消費の拡大を促進する必要があります。 

 

 

この度、消費者、生産者、関係する事業者等や行政機関が一体となって「地産地消」を推

進するため本計画を策定しました。 

本計画は、今後必要に応じて内容を追加する等の見直しを行い、更に具体性のある奈良市

地産地消促進計画に本計画内容を反映させます。 

 

 

「地産地消」を推進することにより、消費者と生産者との「顔が見え、話ができる」関

係の構築、生産と消費の関わりや伝統的な食文化など食と農についての知識を深めること

ができます。また地域の農業と関連産業の活性化などの効果が期待できます。  

 

「生産者」が販売活動を行うことで、消費者の感想や意見を直接聞くことにより、ニー

ズを的確に把握し、これに対応した生産を行うことで、生産量の拡大や付加価値の高い生

産が可能となり、生産者の所得向上につながります。 

 

「消費者」にとっては、採れたての新鮮な農林畜産物を手に入れられるばかりでなく、

生産者の顔が見えて安心できる旬の野菜等を味わうことにより、奈良市に暮らすことに満

足感を得ることができます。さらには、生産者との交流により食の大切さを再認識するこ

とができます。  

 

 

生産者が誇りと意欲を持って農林畜産業に従事し、安全・安心で、消費者の期待に

応える産品を安定供給するとともに、生産力を高め、本市の農林畜産業を将来にわたっ

て維持・発展させることで、地域活性化をより一層推進することが期待できます。 

 

市庁舎前・彩（いろどり）マーケット イチゴ狩りを体験する園児 
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奈良市域は東西に広く、東や南に生産の中心、西に消費の中心がある地域特性を生かし、

「旬」と「彩り」にあふれる農林畜産物の生産力を高め、生産者、消費者、事業者及び行政

が連携を深めながら、地域で生産された農林畜産物を地域で消費する地産地消を積極的に展

開し、健全な食生活を普及するとともに、地域の活性化を目指します。 

また、農林畜産物を運ぶ距離（フードマイレージ※）が短くなることで、エネルギー使用

量や二酸化炭素の排出量が削減され環境への負荷軽減につながります。 

 

 

東部：谷沿いに水田が広がる 月ヶ瀬：大規模な茶園や梅林が広がる 

※フードマイレージ (food mileage)  

「食料の ( = food) 輸送距離 ( = mileage) 」という意味であり、食料の輸送量と輸送距離を定量的に

把握することを目的とした指標ないし考え方。食糧の輸送に伴い排出される二酸化炭素が、地球環境に

与える負荷に着目したものである。 

都祁：生産地に近い直売所 市街地：都市近郊型農業 

地域内での食料循環 
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本計画は、国が定めた「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律」等の地域農林水産物の利用促進を推進すること

に基づいています。また、本市の「第４次総合計画」を踏まえて、「奈良市食育推進計画」

等の農と食に関する計画などとも連携を取りつつ、具体的な取り組みにつなげることとし

ます。  

 

■ 奈良市地産地消基本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「農林漁業者等による農林漁業及び

関連事業の総合化並びに地域の農林

水産物の利用の促進に関する基本方

針」（平成 23年 3月） 

 

「地域資源を活用した農林漁業者等

による新事業の創出等及び地域の農

林水産物の利用促進に関する法律の

運用について」（平成 23年 3月） 

 

奈
良
市
第
４
次
総
合
計
画 

前
期
基
本
計
画 

 
 
 

（
平
成
２
３
年
６
月
） 

奈良市 

地産地消基本計画 

・奈良市食育推進計画 

（平成 20年 8月） 

・奈良市２１健康づくり 

（平成 16年 3月） 

・奈良市観光交流推進計画 

（平成 22年 2月） 

・新奈良ブランド開発計画 

（平成 20年 3月） 

・新市建設計画 

（平成 16年 7月） 

・農業経営基盤の強化の促

進に関する基本構想 

（平成 7年策定、   

平成 22年一部改正） 

連
携 

奈良市地産地消促進計画 
具体的な計画や取り組み目標などを設定 

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律」（平成 22年 12月） 
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地産地消を推進するにあたっては、現在市内各地で個々に取り組まれている地産地消の

活動が互いに連携し合い、全市的な活動として広がることが重要となります。 

生産者が消費者ニーズを的確に把握した生産を行うとともに、消費者が農業への関心を

高め、地域の農林畜産物を選択することが地産地消の流れを促すことにつながります。  

本計画は基本理念を中核に、４つの基本方針と８つの推進方策から構成されています。

これらの実現に向けて具体的な取組みを実施していくためには、様々な個人・団体が協

力・連携の下で協働の体制を敷くことが重要です。 

 

■ 奈良市地産地消基本計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働により実施 

 

 

奈良を 

食べよう 

奈良を 

つなごう 

奈良を 

伝えよう 

奈良を 

守ろう 

推進方策 

 

消費者 
生産者 

農林畜産業 

行 政 

教育機関 

協力・連携と役割分担 

事業者の 

関係団体 

事業者 

販売・流通 

・加工 

事業者 
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１３００年の歴史に感謝し、 

豊かな食と食文化を未来につなぐために、 

奈良の安心・安全な彩りある農林畜産物の 

生産と消費の循環拡大を目指します。 
 

 

 

 

 

（生産・流通・消費の拡大） 

・安心・安全でおいしい奈良の食材をたくさん食べ

て、奈良の農業を広げよう 

・奈良の伝統食材や地元食材を使った地産地消の料

理をつくろう  

  ・学校給食での地産地消をすすめ、地域の食材で子

どもたちを育もう 

 

 

 

（人々の連携・交流） 

  ・生産者、事業者、地域の連携・協力を行政が支え、

奈良の食材で元気を広げよう 

  ・農林畜産業や食の現場を訪ね、食材とふれあい、

食・農・環境のつながりを学ぼう 

  ・都市部や農村部の住民がお互いの顔がみえるよう

交流し助け合おう 

 

 

奈良をつなごう－つなぐ、ふれあう、助け合う！ （２） 

 

奈良を食べよう－つくる、味わう、育む！ （１） 

 

 

 

地元野菜 

月ヶ瀬温泉ふれあい市場 

 



6 

 

 

（食育、伝統、食文化の継承・発展） 

  ・奈良で生まれた日本食の原点を見直し、奈良の豊

かな食文化を学び、伝えよう  

  ・家庭、学校、地域が連携し、命をつなぐ食の重要

性を学び、作る人への感謝を伝えよう 

  ・彩りのある奈良の食の良さで訪れる人をもてなそ

う 

 

 

 

（生産に関する環境の保全・活用） 

・１３００年の「農」と「食」の文化に感謝し、伝

統ある郷土の環境を守り、受け継ごう  

・安全な生産環境や地域内流通を支えることで、食

の安全と地球環境を守り、食料自給率を向上させ

よう  

  ・農と食を担う人材を育成し、農と食を次世代に受

け継ぎ、豊かな農業と食文化の未来を創ろう 

 

 

 

 

 

奈良を守ろう－受け継ぐ、守る、未来を創る！ （４） 

 

奈良を伝えよう－知る、伝える、もてなす！ （３） 

 

大和の伝統野菜を使ったメニュー 

 

茶摘み体験 
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農林畜産物の数量や規栺・品質・安全性などを消費者のニーズに沿った形で安定供給す

る仕組みを構築する必要があります。また、新規就農者の確保や次世代の担い手の育成な

どに努めることも必要です。 

 

 

大和野菜に代表される奈良ならではの産物のみならず、市内で生産されている農林畜産

物を使用した加工品の開発を促進します。また、既存の加工品に対する市内での認知度向

上及び販売促進に努めることが必要です。さらに、市内において加工ができる施設の見直

しや、ニーズをとらえた加工向け農林畜産物の栻培について検討します。 

 

 

市内産の農林畜産物の多くは長距離輸送により市外・県外へ出荷されており、産地内で

の流通は決して多くはありません。今後は集荷から販売までの物流の仕組みを見直し、市

内での消費拡大を目指します。 

 

 

市内各地にある農林畜産物直売所は生産者と消費者のつながりを深める場として重要

な役割を担っており、その地域の特色をより一層反映できるよう努めます。また、市内量

販店等で「地域食材コーナー」の設置を拡大するなど、地域食材の一層の販売の仕組みづ

くりを目指します。市内の事業所などに、地域食材の良さを伝えるとともに、積極的に活

用するよう啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

安定供給のための生産基盤の確保 （１） 

 

市内産農林畜産物を利用した加工品の拡充と促進 （２） 

 

主要供給ルートの発展的拡大 （４） 

 

新たな物流システムの構築 （３） 

 

 

0

2,000

4,000

6,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

(戸)

■専兼別農家数の推移

自給的農家 第２種兼業農家 第１種兼業農家 専業農家

茶葉加工の様子 
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地産地消フォーラムやキャンペーンの開催、農林業体験の推進など、生産者と消費者が

気軽にふれあい、互いの距離を縮めるための交流の仕組みづくりを進めます。さらに新鮮

で安心・安全な「食」への興味関心を喚起するよう努めることも必要です。 

生産・流通・販売・飲食店等と連携して地域食材に関する情報の共有を図り、市民への

情報発信を進めます。 

 

 

宿泊施設や飲食店など観光関連組織と連携して、新鮮な奈良の食を生かした新たな誘客

の仕組みづくりを目指します。また、農林業体験と宿泊施設等が連携し、グリーンツーリ

ズム※などの新たな観光メニューの提案を行い、観光地としての魅力向上を目指します。 

 

 

学校給食をはじめとする教育施設等で地域食材を積極的に活用するとともに、食に関す

る授業や農林畜産業の体験学習を通して、子どもたちに食の大切さを学ぶ食育を一層進め

ます。また、これまで培われてきた食文化を次世代に伝えるとともに、地域食材を活かし

た新たな奈良の食文化を創造します。 

 

 

生産地と消費地を近づけることによりフードマイレージが短縮され、環境負荷の低減に

つながります。また、そのような取組みを将来に渡って継続していくことにより、市内産

の食料自給率の向上にも寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境負荷の低減と食料自給率の向上 （８） 

 

飲食店・観光施設等における市内産農林畜産物の利用促進 （６） 

 

生産者等と消費者の交流促進と相互理解 （５） 

 

食育の推進と新たな食文化の創造 （７） 

 

※ グリーンツーリズム 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流

を楽しむ滞在型の余暇活動。  

欧州では、農村に滞在しバカンスを過ごすという

余暇の過ごし方が普及しており、英国ではルーラ

ル・ツーリズム、グリーン・ツーリズム、フラン

スではツーリズム・ベール（緑の旅行）と呼ばれ

ている。 

滞在の期間は、日帰りの場合から、長期的又は定

期的・反復的な（宿泊・滞在を伴う）場合まで様々。 

都祁産のトマトを使用したトマトジュース 
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■ 基本方針と推進方策の対応 
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べ
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う 

つ
く
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（
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） 
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ぐ
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ふ
れ
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、
助
け
合
う
！ 

（
人
々
の
連
携
・
交
流
） 

奈
良
を
伝
え
よ
う 

知
る
、
伝
え
る
、
も
て
な
す
！ 

（
食
育
、
伝
統
、
食
文
化
の
継
承
・
発
展
） 

奈
良
を
守
ろ
う 

受
け
継
ぐ
、
守
る
、
未
来
を
創
る
！ 

（
生
産
に
関
す
る
環
境
の
保
全
・
活
用
） 

 

① 

安
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の
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の
生
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の
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保 

② 

市
内
産
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し
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加
工
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の
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充
と
促
進 

③ 

新
た
な
物
流
シ
ス
テ
ム
の
構
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④ 
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的
拡
大 
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市
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物
の
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促
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食
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の
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進
と
新
た
な
食
文
化
の
創
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⑧ 

環
境
負
荷
の
低
減
と
食
料
自
給
率
の
向
上 

 

①②③ 

④⑥⑦ 

②④⑤ ⑤⑥⑦ ① ⑧ 

推進方策

との関係 
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農業関係団体、販売・加工関係団体、流通関係団体、教育機関、消費者関係団体、行政

機関などが、消費者の理解と支えを頂きながら、一体となって地産地消を推進します。ま

た、関係機関との連携を図りつつ、計画の周知及び計画の進捗と実績を点検しながら取り

組みます。  

  

  

消費者は、農林畜産物に関する情報や生産者との交流

等から「食」と「農」を理解し、地域の農林畜産物の積

極的な利用を図り、市の農業を支えていくものとします。  

・地産地消を理解し、地域の農林畜産物を積極的に利用する。  

・「食」と「農」の理解促進のため、生産者や農村との交流事業等に積極的に参加する。  

  

 

生産者は、新鮮で付加価値の高い農林畜産物の提供や、

イベントや農林畜産物直売所等における消費者との交

流を通して相互理解を促進するものとします。 

・消費者ニーズの把握に努め、少量多品目の生産に取り組む。  

・生産履歴の記帳やエコファーマー※1認定、ＧＡＰ※2の導入等に積極的に取り組み、安

心・安全で、付加価値の高い農林畜産物を提供する。  

・地域等のイベントへの参加や農林畜産物直売所等での活動等を通して、消費者との交流

を図り、身近な農への理解を促す。  

 

 

 

 

 

生産者（農林畜産業）の役割 （２） 

 

消費者の理解と支え （１） 

 

※1 エコファーマー 

「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨

の認定を受けた農業者（認定農業者）の愛称。 

 

※2 農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice） 

農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動

の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。 
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事業者及び関係団体は消費者と生産者の顔の見える関

係の構築に協力し、地域の農林畜産物の消費拡大を進めて

いくものとします。  

また、地域の農林畜産物の購入促進のための啓発活動や、

販路の拡大に取り組み、安定供給のための営農支援を進め、

市全域に地産地消活動が広がっていくよう努めます。 

・事業者は、地域の農林畜産物を使った新たな商品や地域ブランドの導入し、また地域

の伝統料理の継承・発掘・創作に努める。 

・事業者は、地域の農林畜産物の「安心・安全、新鮮、おいしい」をＰＲし、地場産コ

ーナーの充実に努める。  

  ・生産関係団体は、安全な農林畜産物の供給のため、生産履歴の記帳の普及啓発、ＧＡ

Ｐ導入、残留農薬の自主検査の拡充、トレーサビリティシステム※の導入に努める。 

・流通関係団体は、公共施設等における納入方法等の仕組みを構築および販売店等への

安定供給体制の整備と、イベント等の販売促進活動に努める。  

・事業者及び関係団体同士が連携し、事業所等への納入方法等の仕組みを構築する。  

・消費者ニーズの把握と農林畜産物情報の発信、啓発活動に努める。  

 

 

奈良の未来を担う子どもたちが、地域内で生産する安

心・安全で美味しい食材を選び、健康的な心身を育てて

いくためには、正しい食育は大切です。 

また、学校給食は、子どもたちが地産地消を実体験し

「食と食文化」を日常的に学ぶ機会であるとともに、安

定的に食材を消費する場として貴重です。 

・生産者、流通事業者等と連携・協力して、地産地消の促進に取り組む。 

・学校教育の中で、食育を推進し、伝統ある奈良の食材や食文化の歴史を学ぶとともに、

奈良の地産地消について学ぶ機会を増やす。 

・学校教育を通じて、家庭内での食の重要性を啓発し、家庭内での地産地消の理解と協力

を促進させる。 

・事業者、行政等との連携・協力と、保護者の理解・協力のもとで、学校給食での地元食

材の積極的な利用に努める。 

 

 

教育機関の役割 （４） 

 

事業者（加工・流通・販売）及び事業者の関係団体の役割 （３） 

 

※ トレーサビリティシステム 

食品のトレーサビリティとは、農産物や加工食品などの食品が、どこから来て、どこへ行ったか「移動

を把握できる」こと。それを可能とするシステム。 
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生産者、消費者、事業者、関係団体等と連携を図り、

市全域に地産地消活動が広がっていくよう、普及啓発や

各種事業の活動支援等に取り組みます。 

・農に関する情報提供、地産地消の普及啓発活動に努める。  

・関係団体等と連携して、公共施設等における地域の農林畜産物の納入方法等の仕組みを

構築し、積極的な利用に努める。  

・消費者、生産者、流通関係、料理店等が一堂に会する意見交換会や交流会の場を設ける。  

・高品質な品目（イチゴ、トマト、茶等）のブランド化と、ＰＲ活動や販売促進活動に取

り組む。  

・農地の集積等による生産性の向上や担い手の確保に努める。  

・安心・安全な農林畜産物の生産を推進する。  

・都市と農村の交流を促進し、地域に根ざした活動を支援する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良市地産地消基本計画 

平成２５年３月 

 

奈良市 観光経済部 農林課 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号 

TEL.0742-34-5142 

行政の役割 （４） 

 


